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j医師会月間行事 !

※10月11日〈火〉周南医学会準備打合せ会

於松原庄旅館午後 7.30 

※10月11日(火〉理事会於松原I五旅館

午後7.00 

0報告 ・連絡事項 (1)諸会議報告 (2)麻薬

lζ関する研究会 (3)救急医療薬品 ・器械

の備付け基準及び岱用負担の件 (4)救急

班編成要綱について

0協議事項 (1)光市医師会体育大会及び永

年勤続者の表彰式の開催について

※10月16臼(臼〉周南医学会於松原屋旅館

午前9.00 

※10月19日(水〉徳山保健所担当官による麻

薬使用原本、麻薬届奇の照合

※10月お臼(火〉 月例会於医師会館

午後7.30 

0協議事項 (1)救急班編成要綱について

(2)体育大会及び永年勤続行点彰式について

(3)周南三市医師会役員会の議題について

(4)周南民学会の反省'JJ項

0報告 ・ 連絡事項 (1川医医学説~につい

て (2)定例代議員会報告 (3)学校保健担

当理事協議会について は)昭和51年度救

急医療の状況 (5)麻薬管理の注意事項に

ついて 16)イン 7)レエンザの予防接種等

について (7)周南医学会の会計報告

~雪~~~-'S司令~唱号"'~舎~岳会，~司令

老人健康 白 霊童
Eヨ

厚生省は 9月22日、老人健康実態調賓をまと

め、発表した。 ζれは65%以上の老人がどん

な病気にかか「ているか、食事や歩行など日

常生活にF章者はないかを謝脊.した、ので、所

謂老人の健康自3である。これによると

①老人の的労が病気を持「ていると答えてお

る。健康診断の結果によれば叩%の老人に病

名がつけられた。此の中②手術、注射、投薬

等要治療は 53.7%で、 20.7%が生活指導や

健康相談の必要な要観察者である。@病気は

眼疾患、高血圧、心臓病の順に多い。@視

力、聴力、対人関係等で障害のある老人は40

%で、その比率が増大する等、病気lζ悩む老

人の姿が浮き彫りにされた。乙の調査は老令

化社会iζ備えて、老人の健康実態を明らかに

し、老人医療無料化制度等、綜合的な老人保

健医療対策を検討している老人保健医療問題

乙ん談会の審議に反映させるのがねらいであ

る。 65J-以上の老人を対象iζモテツレ地区 7ケ

所での健康診断と全肉的規艇での耐接調査の

2本立てで実施されたが、老人の健康状態を

詳細に調べたのは初めてである。モデル地域

での健康診断は苛森県八戸市(漁村〉 、群馬

県伊勢崎市(中小都市)、千葉県館山市(農

村)、東京都江戸川区(大都市)、同武蔵野

市(衛生都市)、大阪府22中市(同〉 、大分

県大分市(中小都市)の 7ケ所で 513人が対

象。地元医師会の協力で尿蛋白、血液、心電図、

呼吸機能、レ ントゲンによる胃病、肺機能等

130項目について診断、その結果は叩%の老
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人に病名がつけられ、 l人平均 2.6の病名が

つけられた。病名別にみると、白内障など自

の疾患が 49.9%で最も多く、r'JiJfil圧 36.6鉱

心臓病 27.2%の順である。しかし、病名のつ

いた老人すべてに手術、注射、投薬などの治

療は必要でなく、要治療は全体の 53.7声。此

の比率は高令になるにつれて増加し、加才以

上では 60.8%とな勺ている。手術の危険性な

どから生活指導の方が適当な場合ちあり、

20.7%は要観察、 9$診は要検診と診断された。

全国的な面接凋査は、 700ケ所から無作為抽

出した約4.500人を対象に、病気や治療の有

無、視力、聴力、食事や衣服の者脱衣など日

常生活での適応能力などを調査されたが、

‘病気あり‘と答えた者は 63.59杉で 58.8%

1977 

が治療を望み、診察の結果その40%は要治療

とされ、自覚症状と診断結果にずれがみられ

た。日常生活で適応能力K問題があるのは視

力、聴力、着脱次、食事、歩行、排せつなど

で何れも109彰前後である。

治したい病気は高血圧など循環器疾忠、神経、

筋骨絡疾患、眼 ・耳の疾患と消化器系疾患の

順。視力、聴力、食事、歩行、記憶、対人関

係など心身ともに障害のない人は 57.1%で、

年令が高くなるにつれてその割合は減少して

いる。厚生省はζの調査結果から医療無料化

制度iζは意味があり、病院だけでなく、生活

指導や健康相談の場が必要だとLて、今後老

人保健対策の強化を図る乙とにしている。

小児科当直医マニュアル

気管支鴨息発作の対症療法

1. 小~中発作に対しては、ぬるま湯を飲ま

せた後、肱式呼吸を10四位させる。改善の

ない時は直ちに所用量の屯服(エフェドリ

ン1.5即/旬、 フエノノカレピタール1.5l1g，/;均

テオフィリン1U1!1g，/;旬、フスタギン末0.059/kg

を3分包にしたものを l回の屯用に供する〉

l包を内服。20-初分観察し、無効の時は

通常のネブライザーによって、アスプーJレ

(2才未満0.1IIll、2才以上 0.2叫〉とアレ

ベーJレ1mLの混合液を吸入させる。

2. 以上の処置で無効の時文は大発作

(1) Bosmin(0.19ぢ塩酸epirnam in) 

2才未満 0.05叫

2 J"以上 0.1 ml 皮下注

注意 ボスミンを始めて使用する場合
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0.1 mlを生食水で 1mllζ荷釈し、

その 0.1mlを皮下注射一般状態

(顔色、胸内苦悶、頭痛心惇t:.進、

不整脈)等を観察、 異常なけれ

ば5分後IC0.2 mlを追加皮下注

射、反応をみて15分後残品を皮

下注射する。 l田所要最が、 0.05

Jllの窃合は最初の 0.05叫のボスミ

ンを生食で 1叫に稀釈し以下同様

に行なう。不整脈が出たら竜曹水

の静注をする。なお、イソプロテ

レノーJレ(アスプール等)の般入

後、エピレナミンの注射によると

思われる死亡例の報告が外国にあ

る。

(2) 15分間観察、発作持続する際、同量
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を追加皮下注射

(3) 更に発作の続く場合

neophyll in 4即 /kgを加%ブドー糖

加mLと共に 5分以上かけて静注。最近は

1 )、 3)を引続き同時に行なう。

発作出現後 1日以上経過している場合に

は、乙れらの処置で一旦軽快しでも再度

増悪する場合が多いので、完全に胸部理

学的所見の消失しない時は次項を考慮す

る。又改善の兆しのない時は入院。

(4) 胸部x-P、可能な態勢であれば、ー

般倹血、 CRP採血、咽頭培益を行う。

Status asth maticusでは気道感染が

合併している場合が圧倒的に多いので抗

生剤の併用を考慮する。入院後の処置と

して、日区叶下痢等がなければ、ソリタT3

伺叫/kg/目、以上を目安iと点滴する。

脱水疾状が著明でなくとち、過呼吸によ

る脱水の矯正、曙娯の粘弱注を低下させ

る目的でお乙なう。

構、血液ガス分析が可能な状態ではアチ

ドージスがあればメイロンのBEX体重

X1hmLのうち、 112Mを静注、残り弘最を

点滴lζ加えて投うする。 (1)-(3)が無効で

血液ガス分析の不可能な時はメイロンで

2.4 mL/kgを目安にゆ「くり静注するが

あとがき

第邸回周南医学会が盛会裡lζ終了した。準

備季員諸学兄の周到な企画と綿密な準備、会

員全員の御協力によるととは云うまでもない。

地方の小学会で邸固と云えば年数的には 1世

記iζ近い。全日本的にも異色の伝統を有する

ものであろう。将来の発展を折る。
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(1ト(3)が無効でもチアノーゼのない時は

血液ガス分析で、必ずしも呼吸性アチド

ージスを示さないので矯正し過ぎないよ

うに充分気をつける。

(5) 点滴開始後も呼吸困難が持続し、又は

チアノーゼがあれば、高湿の酸系吸入、

アスプールの IPPBによる吸入を試み

る。但し、X-Pで気縦隔、皮下気純等

のあるときは、本法を避けなくてはなら

ない。再吸入は原則として 2時間の間隔(

を自く。尚、持続する時は血液ガス分析

を行なう。文乙の時点でプレドニン 0.5

ag/kgをOneshotで静注し、点滴内lと

ち同宣伝助日し、次で 1日総1;tが合計1.5即

/kgになるよう持続するわ持続時間は原

則として 1-3日を乙えないようにする。

16)以下の 6項目中 3項目以上該当す・る時は

頻いlの観察と、特iζ②③④の徴候が認め

られれば麻酔科iと連絡、呼吸管理を依頼

する。①激しい吸気性陥凹 ②呼吸音の

減弱 @全身筋力の緊張低下 ④意識レ

ベルの低下と存痛反応、の減弱、 興奮 @ 

⑤409彰酸素の投与にかかわらずチアノー

ゼの存在 @動脈血炭酸ガ、ス分圧 (PC 

Oz )日mmlHtg以上
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